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西神戸医療センターの運営主体の変更について 

 

 

◆概 要◆ 

西神戸医療センターは、開設準備当時、病床規制により市立病院の開設が許可されなかったこと

などもあり、市立ではなく、財団法人を設立することによって、運営が行われてきました。 

開院直後に発生した阪神・淡路大震災の際には、２つの市民病院の機能が不十分となった中で、

多くの被災市民の命と健康を守り、以後 20年以上、医師会の先生方の協力もいただきながら、地域

の医療機関との連携により、神戸西地域の中核病院として、高度医療、救急医療、小児医療、結核

医療などを提供してきました。 

このように、西神戸医療センターは、神戸西地域での公的な医療を支えているにも関わらず、市

立病院ではないため、国からの支援措置を得ることができず、不採算医療のみならず、建物改修や

医療機器・システム更新などに対しても、すべて市が単独で財政支援を実施する形で今日に至って

います。 

そのような中で、平成 26年４月、地方税法の改正が行われ、移行型の地方独立行政法人が新規に

事業を行った場合、非課税だった地方税が課税扱いとなるという問題が解消されました。このこと

によって、地方独立行政法人神戸市民病院機構（以下「機構」）が西神戸医療センターの運営を受け

入れたとしても、それによって、新たに地方税が課税されることなく、国からの交付税を受けなが

ら、公立病院として運営していくことが出来るようになりました。 

これを受け、神戸市としては、一般財団法人神戸市地域医療振興財団（以下「財団」）の事業を機

構へ移管し、西神戸医療センターの運営を、他の市民病院と一体的に行うことによって、国からの

支援を受けながら、将来にわたって財政的にも安定して支援していける事業手法に早期に移行する

必要があると考えています。 

今後、財団評議員会及び機構理事会での財団の解散及び事業譲渡の方針決定を踏まえ、機構中期

目標・中期計画の変更や定款変更等の必要な手続きを進めていく予定としています。 
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◆今後の予定◆ 

平成 27年度 

６月下旬 財団評議員会、機構理事会 

９月以降 評価委員会（中期目標及び中期計画※の変更に関する意見聴取） 

機構定款変更 

中期目標変更 

平成 28年度 

中期計画変更 

開設者変更手続き 

総務省申請 

平成 29年度 

４月   総務省認可予定 

 

※機構第２期中期目標・中期計画の期間 

平成 26年度～平成 30年度の５年間 

 


